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自動運転サービス導入に関する大型 EV 自動運転バス購入及び 3 期社会実証における 

自動運転車両調律等業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

 本要領は、和光市（以下「本市」という。）が自動運転サービス導入に関する大型 EV 自動

運転バス購入及び３期社会実証における自動運転車両調律等業務（以下「本業務」という。）

について、最も適した事業者を選定するためのプロポーザルを実施するにあたり、必要な事項

を定めるものとする。 

 

２ 概要 

 本業務は、和光市における自動運転サービスの実現に向け、大型 EV 自動運転バスを購入し、

自動運転システムの調整及び実証実験を行うとともに、そこで得られた課題を検証・改善し、

自動運転レベル４実装に資するデータ等を取得するものである。 

(1) 業務名  ア 自動運転サービス導入に関する大型 EV 自動運転バス購入 

      イ 自動運転サービス導入に関する 3 期社会実証における自動運転車両調律

等業務 

(2) 業務内容 ア 別紙「自動運転サービス導入に関する大型 EV 自動運転バス購入仕様書」   

 のとおり 

イ 別紙「自動運転サービス導入に関する 3 期社会実証における自動運転車 

両調律等業務委託仕様書」のとおり（以下、「仕様書」という。） 

(3) 履行期間 ア 令和７年１２月１９日（納入期限） 

イ 契約締結日から令和８年２月２７日まで 

(4) 委託料上限額 ア ９６,８００,０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

       イ １２,９８０,０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※本プロポーザルは、相関する 2 つの業務を一体として同時に審査し、総合的判断のも

と 1 社を選定する 

※本プロポーザルで選定された優先交渉権者との契約は、業務アについて和光市議会の

議決が必要となるため、プロポーザル実施時点において契約を確約しているものでは

ない 

 

３ 実施スケジュール 

本プロポーザルは以下の表に提示するスケジュールで実施する。 

内容 日程 

実施要領等の公表・配布 令和７年９月１９日（金） 

質問書提出期限 令和 7 年９月２５日（木）正午 まで 

質問に対する回答の通知 令和７年１０月１日（水） 

参加申込書及び企画提案書等提出期限 令和７年１０月８日（水）正午 まで 
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審査（プレゼンテーション） 令和７年１０月２０日（月） 

審査結果の通知 令和７年１０月下旬（予定） 

仮契約締結 令和７年１０月下旬（予定） 

令和 7 年１２月和光市議会定例会に 

おける議決及び本契約締結 
令和７年１２月１８日（木）（予定） 

 ※上記のスケジュールは都合により変更となる場合がある。スケジュールの変更が生じた場

合は、適宜和光市ホームページで案内する 

 

４ 参加資格等 

本業務のプロポーザルに参加できる者は、参加申込書提出時点で、次に掲げる要件の全てを

満たす法人とする。なお、複数の事業者による提案は認めないものとする。 

⑴ 仕様書に定める業務について確実に遂行する能力を有する者であること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

⑶ 国税及び地方税を滞納していないこと。 

⑷ 会社更生法（昭和１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをしている者

（更生手続開始の決定を受けている者を除く）又は民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）に基づく、再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けてい

る者を除く）でないこと。 

⑸ 和光市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成 8 年要綱第 7 号）に基

づく入札参加除外措置を受けていないこと。 

⑹ 過去２年間に手形交換所による取引停止処分を受けている者又は過去６か月以内に手

形若しくは小切手の不渡り事故を出している者でないこと。 

⑺ 下請代金の支払いの遅延、特定資材等の購入の強制等、下請関係について不適当な行為

をした者でないこと。 

⑻ 安全管理の改善に関する労働基準監督署等からの指導に対し改善を行わない状態が継

続している者又は当該状態が継続しており、労働基準局等から本市に通報があった者で

ないこと。 

 

５ 質疑応答 

 本業務のプロポーザルについて質疑がある場合は、下記の提出期限までに質問書を提出する

こと。ただし、質疑は本実施要領に付随して企画提案書等を作成する上で必要な事項に限る。

なお、口頭での質疑は受け付けない。 

⑴ 提出書類 質問書（様式１） 

⑵ 提出期限 令和７年９月２５日（木） 正午（必着） 

⑶ 提出方法 電子メール 

 ※件名は、「質問：大型 EV 自動運転バス購入及び 3 期社会実証における自動運転車両調律

等業務（事業者名）」とすること 
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⑷ 提出先 和光市都市整備部公共交通政策室（「１２ 問い合わせ先」のとおり） 

⑸ 質問の回答 

 質問に対する回答については一括して取りまとめ、令和 7 年１０月１日（水）に和光市ホ

ームページにて公開する。なお、回答内容は、本実施要領の追加又は修正として取り扱うも

のとし、当該回答への再質問は認めない。 

 

６ 参加申込書及び企画提案書等の提出 

⑴ 提出書類 

本業務のプロポーザルに参加を希望する者は、以下の書類を提出すること。 

① 参加申込書（様式２） 

② 会社概要書（様式３） 

③ 業務実績調書（様式４） 

 ・業務実績について、契約書の写し又はテクリスの登録確認書を提出すること。 

④ 配置予定者調書（様式５） 

 ・配置予定技術者１名につき、１枚に記載すること（両面印刷可）。 

 ・保有資格等を記載し、保有資格者証の写し、雇用関係を証明する書類（保険証等）の

写しを添付すること。 

⑤ 企画提案書（様式６） 

 ・様式内の各項目について、具体的に記載すること。なお、各項目の記載方法は任意と

する。 

・記載欄の枠は必要に応じて調整を可とするが、企画提案書の表紙を含めて、Ａ４版縦

（両面）６枚以内にまとめること。 

・必要に応じて図表を用い、明瞭に記載すること。 

⑥ 見積書（様式７-１、様式７-２） 

⑴ 様式７-１：大型 EV 自動運転バス購入 

⑵ 様式７-２：3 期社会実証における自動運転車両調律等業務 

・本要領にて記載の委託上限額の範囲内で作成し、追加や別途の経費が生じないよう

見積額を提示すること。 

・内訳書、経費計算書（任意様式）を添付すること。 

⑦ 納税証明書 

⑴法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の３）＜写し可＞ 

 ・税務署が発行したもので、申込日前３か月以内のものとする。 

⑵法人市民税の納税証明書＜写し可＞ 

 ・申請する事業者が和光市内にある場合に提出すること。 

 ・直近１年分の納税証明で、申込日前３か月以内に交付されたものとする。 

※提出書類の文字サイズは１０．５ポイント以上とすること（添付書類は除く） 

⑵ 提出期限 令和 7 年１０月８日（水） 正午（必着） 

⑶ 提出部数 正本：１部（①～⑦） 副本：７部（⑤） 
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※左側２か所をステープラーで止めること 

⑷ 提出方法 郵送又は持参 

※郵送による提出の場合、提出期限日時必着とし、配達完了が確認できる方式により提

出すること 

※持参による提出の場合、受付時間は開庁時間（土日祝日を除く午前８時３０分～午後

５時１５分）に限る 

※提出書類は書面で提出するほか、電子データを電子メールで提出すること（令和７年

１０月８日（水）１５時まで（必着）） 

※提出先 和光市都市整備部公共交通政策室（「１２ 問い合わせ先」のとおり） 

 

７ プレゼンテーションの実施 

⑶ 実施日 令和７年１０月２０日（月） 

⑷ 場所 和光市役所 

⑸ 実施時間 

４５分以内（準備５分以内、説明１５分以内、質疑応答２０分以内、片付け５分以内） 

⑹ 注意事項 

※プレゼンテーションの内容は、企画提案書の内容とする。企画提案書提出後の追加提

案や追加資料の配布等は認めない。 

※プレゼンテーションの実施にあたり、パソコンやプロジェクター等による説明は許可

する。その際、プロジェクター及びスクリーン、HDMI ケーブルは本市が用意するが、

パソコン等その他に必要な機器は出席者が用意すること 

※プレゼンテーションへの参加人数は、３名までとする 

※プレゼンテーションは、非公開とする 

 

８ 候補者の審査 

 審査にあたっては、各提案者の企画提案書及びプレゼンテーションと見積書（様式 7）によ

る評価の合計点に基づいて順位をつけ、最も高い評価を得た提案者を優先交渉権者とし、次点

の事業者を次席者として特定する。なお、応募者が１者の場合においても審査を実施し、その

評価合計点が満点の６割に満たない場合は、優先交渉権者として特定せず、該当者なしとする。 

 企画提案書及びプレゼンテーションの採点については、下記に定める企画提案評価基準に基

づき、和光市自動運転サービス導入事業に関する事業者選定委員会（以下、「選定委員会」と

いう。）の委員がそれぞれ採点を行う。また、見積書（様式７-１、様式７-２）による採点につ

いては、各業務の見積金額が最も低い提案者に評価点をそれぞれ１０点付与する。他の提案者

の評価点は、最低見積金額との比率により算定する。 
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企画提案評価基準（配点は選定委員１人あたりの数字） 

 審査基準 

評価区分 業務 評価項目 評価事項 評価点 

業
務
実
施 

体
制 

ア 

イ 

実績・ 

実施体制 

・類似業務の実績や成果を十分に有しているか 

・業務遂行に十分な人員配置がされているか 
5 

企
画
提
案
内
容 

ア 
提案車両の

性能 

・提案された車両が、本事業の目的や想定される運行に適

合しているか 

・車両コスト、運用コスト、将来的な技術拡張性などを総

合的に考慮した、妥当な選定理由が示されているか 

5 

ア 

自動運転 

システムの 

性能 

・提案された自動運転システムの技術的な優位性が具体

的に示されているか 

・車両のセンサー構成（LiDAR、カメラ、レーダー等）が、

悪天候、夜間、複雑な交通状況など、多様な運行環境に

おいて安定した自動運転に寄与するものであるか 

・自動運転システムの冗長性（MRM 機能や冗長化システ

ムなど）が確保されているか 

5 

ア 機器の保証 

・車両本体及び主要な機器（LiDAR、カメラ、レーダー等）

について、自動運転の安定運行を継続するために、それ

ぞれ保証期間が十分に確保されているか 

・故障や不具合発生時の保証対応範囲（修理、交換、代替

品の提供など）が明確に記載されているか 

15 

イ 
技術提案 

(社会実証) 

・目標である自動運転率 95.21%以上を達成するための自

動運転システム調整について、具体的な計画やその妥当

性が示されているか 

・運転士トレーニング内容について、システム機能、リス

ク管理、緊急時の対応など、必要な知識が網羅的に含ま

れており、和光市の運行ルート特有の課題に対する知識

が盛り込まれているか 

・自動運転技術の主な課題に対し、具体的かつ実現可能な

解決策が提案されているか 

・検証項目を評価する手法が提案されており、適切である

か 

・社会受容性の醸成を目的とした事業説明や PR 方法が示

されており、効果がある提案となっているか 

20 

イ 
技術提案 

(実現性) 

・自動運転レベル 4 の実現に向けた具体的なプロセスが

示されているか 

・和光市の示すロードマップに対し、実現可能で付加的な

20 
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技術提案が盛り込まれているか 

・将来的な事業化を見据えた、運用コスト削減策やサービ

ス拡張性に関する具体的な提案があるか 

イ 
サポート 

体制 

・車両納入後、技術的な問い合わせやトラブルに迅速に対

応できる具体的なサポート体制が示されているか 

・定期的なメンテナンスやソフトウェアアップデートに

関する計画が明確であるか 

10 

 ア 参考見積

評価点 

評価点＝（最低見積金額／当該見積金額）×10 

※小数第１位を四捨五入する 

10 

イ 10 

 合  計（100 点満点） 100 

 業務ア … 自動運転サービス導入に関する大型 EV 自動運転バス購入 

 業務イ … 自動運転サービス導入に関する 3 期社会実証における自動運転車両調律等業務 

 

９ 提案の無効 

 次のいずれかに該当する提案は無効とする。 

⑴ 提出期限に遅れたもの。（郵送の場合は締切日必着） 

⑵ 本実施要領及び仕様書の条件を満たさないもの。 

⑶ 虚偽の内容が記載されているもの。 

⑷ 審査の公平性を害する行為があった場合。 

⑸ 見積額または見積額の積算根拠が不明なもの。 

⑹ 上記各号に該当するほか、プロポーザル等の中で著しく信義に反するものと選定委員会

の委員が認めるもの。 

 

１０ 契約の締結 

 本市は優先交渉権者より提出された企画提案書を基に協議を行い、仕様を確定させた上で業

務実施に係る仮契約を締結する。その後、和光市議会の議決を経て、正式に本契約を締結する

ものとする。 

 

１１ その他の留意事項 

⑴ 本業務のプロポーザルに関する書類の作成及び提出、協議に係る費用は、全て参加者側

の負担とする。 

⑵ 本プロポーザルで選定された優先交渉権者との契約は、和光市議会の議決が必要となる

ため、プロポーザル実施時点において契約を確約しているものではない。市議会での議

決又は承認がされない等の理由により、事業の実施ができなくなった場合、本プロポー

ザルは無効となる。 

⑶ 参加申込書提出後に辞退する場合は、辞退理由を記載した参加辞退届（様式８）を提出

すること。 
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⑷ 全ての提出書類は提出後の内容の追加や変更は原則として認めない。 

⑸ 全ての提出書類は本プロポーザル以外に使用しないが、和光市情報公開条例に基づく公

文書として扱う。 

⑹ 提出された企画提案書等は、本業務のプロポーザル実施のための資料であり、提出され

た企画提案書等に関する著作権等の主張は認めない。 

⑺ 提案に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法に基づいて保護さ

れる第三者の権利となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用

した結果生じた責任は、提案者が負うものとする。 

⑻ 本業務のプロポーザルに参加することにより知り得た事項（仕様書の内容を含む）につ

いては、いかなる理由があっても他に漏らしてはならない。 

⑼ 審査経過及び結果に対する異議申し立て、問い合わせ等には一切応じない。 

⑽ 全ての提出書類について返却は行わない。また、選定委員会の審査等にあたり必要に応

じて提出書類の複製を作成する場合があるので、複製に対する制限はないものとする。 

 

１２ 問い合わせ先（書類等提出先） 

 和光市都市整備部公共交通政策室 

 〒３５１－０１９２ 埼玉県和光市広沢１番５号 

  電話：０４８－４２４－９１３５ 

  FAX：０４８－４６４－５５７７ 

 Email：e0800@city.wako.lg.jp 


